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手続き（ ①→②→③ ）ごとに

地権者の意向を確認しながら、事業を進めていきます

事業の進め方

事業着工へむけて～

事業計画の地元説明の開催

本同意の取得

・事業に参加するか意思確認

手続き①

換地計画原案の作成
※工事に向けた詳細な実施計画(道路､水路の配置)をもとに、

誰の農地をどこに配分するか、地権者の意見を聞きながら、

換地委員と換地士（換地の専門家）で換地計画原案を作成し

ます。

換地計画の決定

・権利者会議において、全員の了承を得なければ換地処

分ができません。

換地計画書の作成

・換地図や清算金明細を作成

工事の実施

施工同意（換地計画の原案の了承）

・全員の了承を得なければ、工事の実施に進めません。

換地処分・登記・清算金の徴収、支払

手続き③

手続き②

地権者

地権者

地権者

了承

了承

受益者代表による事業申請

国営ほ場整備事業 のスケジュール

～事業着工までと事業着工から：３つの手続き（同意）～

本同意

R2.3

R2.7

・地区境界測量

・整備計画の検討

・区画割設計

・換地設計基準

・評価基準

・工事実施設計

～

換地計画原案の作成

工事後の道路、水路の配置計画や誰の農地をどこに配置するかなど、地権者の皆さんの

合意の上で作成します。

換地計画原案について地権者皆さんの了承をいただきます。この時点で承諾がいただ

けない場合は工事に進むことができません。

工事後に現地で測量し筆毎の登記面積を確定させます。その面積に基づき換地計画

書を作成し、換地清算金を算出します。（手続き②の時点では計画上の面積だった

のに対し、ここでは確定面積となります。）

「権利者会議」において、確定した面積や清算金について全員の了承を得た後に法務局

に申請を行い、登記手続きを行います。

事業着工（令和2年11月）


